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安平町福祉交通助成事業の申請について
　下記の要件に該当する方にデマンドバス、循環バス、ハイヤー、町内運行路線のあつまバスおよ
びJRの地域公共交通機関で共通に利用できる「共通回数乗車券」を交付します。８月以降分の交付
を希望される方は、申請手続きが必要となりますので、下記窓口へ申請ください。
　※「地域公共交通助成事業」より名称が変更になりました。
対象者
　⑴  満70歳以上（翌年７月31日までに満70歳に到達する方を含む）の方で、介護保険料第３段階

以下の方
　⑵  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する方（未就学児を除

く）または障害年金を受給している方
　⑶ 生活保護世帯に属する方（未就学児を除く）
　⑷ 介護保険施設等の入所者
　⑸ ひとり親世帯に属する方（未就学児を除く）
　⑹ 満80歳以上の方
助成内容
　年間16,500円分として、共通回数乗車券を交付します。
申請窓口
　健康福祉課福祉グループ（総合庁舎）、住民サービス課住民サービスグループ（総合支所）
問合せ　健康福祉課福祉グループ　☎ ㉙ 7071

令和４年度　日本赤十字社による善意の募集について
　日本赤十字社は、国内外の災害救護、医療、血液、社会福祉事業やボランティア活動など、幅広
い分野で活動しています。また、こうした活動は、毎年一定の資金を提供してくださる社員や様々
な活動を展開するボランティアによって支えられています。
　今年も皆さんのもとを日赤奉仕委員や町内会の班長および各自治会の組長などが善意の呼びかけ
に訪問しますので、町民の皆さんのご協力をお願いします。
　昨年寄せられた安平町の善意は1,108,239円でした。
募集期間　令和４年６月６日㈪～10月３日㈪
　　　　　　※新型コロナウイルス感染症に係る対応として、受付期間を例年と変更しました。
問合せ　日赤安平町分区事務局（健康福祉課）　☎ ㉙ 7071
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